
平成２５年度　事業計画書

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日まで

公益財団法人　鳥取市学校給食会



１．基本方針

２．事業内容

　定款に基づき、次のとおり諸事業を行う。

（１）学校給食における食育の普及・啓発

〔概　　　要〕

〔実施内容〕

① 学校給食ポスター・標語表彰

目　　　的

実施内容

② ふれあい交流給食

目　　　的

実施内容

③ 調理業務体験・見学受入

目　　　的

実施内容

④ 学校給食用教材配布・貸出

目　　　的

実施内容

⑤ 体験型講座・イベント

目　　　的

実施内容

⑥ 企画献立

目　　　的

実施内容

⑦ 地域の食に関する催し物への参加

目　　　的

実施内容

⑧ 食に関する情報の発信

目　　　的

実施内容

　地産地消フェアへの参加／学校給食試食会の実施

　学校・家庭・地域における食に関する情報の収集に利用できるように、学校給食を通じた栄養や衛
生、食材等に関する情報を随時発信する。

　ホームページの随時更新／リーフレットの配布

　「給食ができるまで」パネル・ビデオ／食育指導資料・教材／ホームページダウンロード

　児童・生徒及び保護者等に対し、健全な食生活や食習慣の理解を深める場として、栄養士・調理員
と一緒に体験型の講座やイベントを実施する。

　出前講座（給食ができるまで・衛生的な手洗い）　など

　特別なテーマを定めた献立を企画し、通常の給食時間とは異なる演出を行い、児童・生徒が楽しみ
ながら、献立に込められた意図や情報の理解を深める機会とする。

　ガイナーレ給食／天文給食　など

　行政や地域と連携し、地産地消や食に関する催し物に参加し、学校給食における地域と食との関わ
りなどを広く公開することにより、食への関心や理解を深める。

　全国学校給食週間にあわせ学校へ応募の依頼をし、応募作品の中から優秀作品を選考する。賞品
として地元産食材（加工品含む）を贈呈する。

　食に関わる人や、地域で活動する人・団体と子どもたちが交流給食を行い、子どもたちの食に関する
知識や関心を高め、楽しい食事を通じて豊な人間性の形成を図る。

　生産者・調理員・地元プロスポーツチーム等との交流給食

　給食センターにおける調理業務の体験や、見学を通じて、子どもたちが調理過程や衛生面への配
慮、食に関わる人々の活動に対する理解を深める機会とする。

　中学生職場体験学習／高校生インターンシップ／学校給食センター見学

　学校や地域などで行われる食育活動の場で活用できるよう、教材（パネル・ビデオ）や資料を作成し、
配布及び貸し出しを行う。

　鳥取市内の小学校及び中学校において、成長期にある児童・生徒に対し、食育基本法に定める知育、徳育及び体
育の基礎となるべき食育の推進を支援する。
　学校教育活動の一環として行われる学校給食において、安全かつ安心な物資調達及び調理事業の実施により提供
される学校給食を通じて、鳥取市の学校給食の充実を図り、児童・生徒の心身の健全な発達と豊かな人間性の育成の
実現を目指す。

　主に学校給食において、食育に関する様々な事業を総合的に実施することにより、児童・生徒に対して、食育の重要
性を理解させるとともに、健全な食生活を営むことができる能力を培い、豊かな人間性の涵養や健康の保持・増進を図
る。また、学校給食における食育の普及・啓発の機会を設けることで、保護者、教職員、地域住民等の食育に対する関
心と理解を深める。

　食の重要性や望ましい食習慣などを考える機会とするため、鳥取市全域の児童から学校給食に関す
るポスターと標語を募集し、優秀な作品を表彰する。
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（２）安全・安心な学校給食用物資の安定供給

〔概　　　要〕

〔実施内容〕

① 学校給食用物資（副食）の購入

1．基準献立及び給食実施人員、実施日に基づき、納入品目及び数量を算出する。

2．物資委員会を開催し、産地・品質・栄養素等を確認し、購入物資を審査及び入札を行う。

3．指定業者（物資納入業者選定委員会により決定）より共同購入する。

4．購入業者により給食センターへ配送する。

② 地元産食材の優先確保

実施内容

③ 調査研究・会議

・地産地消推進協議会 ・物資納入指定店衛生管理検査

・地場産食材生産者との連絡協議会 ・物資納入指定店対象衛生管理等研修会

・市況情報収集 ・食材抜取検査

・関連団体開催の各種研修会への参加 ・山陰12市学校給食連絡協議会（隔年開催）

〔実施計画〕

実施日数 食数/日 実施日数 食数/日

205 3,258 199 1,434

205 3,145 199 1,850

205 2,000 199 708

615 8,403 597 3,992

（３）安全・安心な学校給食の調理

〔概　　　要〕

〔実施内容〕

① 学校給食調理

・徹底した衛生管理に基づく給食調理を行う。

・栄養バランス、テクスチャー（色、見た目、食感等）を損なわない調理を行う。

・献立の目標を理解し、行事食、郷土食など多様な調理を行う。

・地元産食材や旬の食材の使用量の向上に努める。

② 調査研究・会議

・地場産食材生産者との連絡協議会 ・衛生管理等研修会

・関連団体開催の各種研修会への参加 ・衛生検査

〔実施計画〕

学校数(校) 食数(食) 学校数(校) 食数(食)

11 3,258 4 1,434

4 405 1 227

1 177 1 85

1 253 1 152

5 555 2 297

22 4,648 9 2,195合　　　　　計 6,843

鳥取市立青谷学校給食センター 405

鳥取市立河原学校給食センター 852

鳥取市立第一学校給食センター 4,692

鳥取市立気高学校給食センター 632

鳥取市立鹿野学校給食センター 262

合　　　　　計 2,517,023

　鳥取市からの委託を受け、食品衛生に関する各種法令等に基づき、安全・安心な学校給食調理を行い、良質な給食
を安定的に提供することにより、児童・生徒の適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図る。
　また上記事業（１）の食育事業を企画立案し実施する。

実施内容

実施内容

給食センター名
小学校 中学校 食数合計/日　(食)

（児童・生徒のみ）

鳥取市立第一学校給食センター 953,256

鳥取市立第二学校給食センター 1,012,875

鳥取市立湖東学校給食センター 550,892

実施内容

給食センター名
小学校 中学校 年間食数見込(食)

（児童・生徒のみ）

　新鮮かつ良質な学校給食用物資をより低廉な費用で購入することにより、学校給食用物資の計画的、安定的供給を
図る。
　物資購入に当たっては、地元産食材の使用を優先し、天候不良や社会情勢などによる物価上昇や品不足時におい
ても、安定供給を欠かすことなく、保護者負担である学校給食費の軽減に努める。
　また上記事業（１）の食育事業を企画立案し実施する。

実施方法

・作付状況と献立との調整を行い、地産食材使用計画及び使用規格計画を立て、使用量の向上を図
る。
・小ロットの地産食材でも使用できるよう、納品方法や規格等給食センターとの調整を行う。

2



（４）その他の事業

〔概　　　要〕

３．その他特記事項

① 公益財団法人として、法人運営の強化を図る。

② 学校給食用物資購入業務の対象となる給食センターを鳥取市全域への拡大を検討する。

　その他当会の目的の達成に必要な事業を行う。
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